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内

閣

府

○

令
第
七
号

厚
生
労
働
省

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
八
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

大
蔵
省

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

労
働
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
労
働
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
し
な
い
行
為
）

（
労
働
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
し
な
い
行
為
）

第
八
十
二
条
の
二

［
略
］

第
八
十
二
条
の
二

［
同
上
］

２

法
第
八
十
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

［
項
を
加
え
る
。
］

め
る
行
為
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
労
働
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業

者
（
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者

を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
行
為
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
労
働
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
及
び
金
庫
の
双
方
が
法
第
八
十
九

条
の
六
第
一
項
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
労
働
金
庫
電

子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
旨
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
も

の
二

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
の
ま
ん
延
の
影
響
に
よ

り
や
む
を
得
ず
前
号
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
同
号
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
困
難
と
な
る
も
の

三

第
一
号
の
契
約
を
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
締
結
す
る
も
の

四

そ
の
行
為
に
関
し
、
そ
の
行
為
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情

報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
命
令
の
失
効
）

２

こ
の
命
令
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


